
① 調達仕様書「別紙3 行政情報の取扱いに関

する特記仕様書」及び「別紙4 個人情報の

取扱いに関する特記仕様書」に基づく，本

市の調査・承認を受けた場合は，受注者の

施設内での作業が可能となります。

② 新たに構築する排水設備管理システムにお

いては，下水道ＧＩＳとの連携は想定して

いません。

なお，調達仕様書P3の(8)排水設備管理シス

テムの概要に記載している図は，現行シス

テムの全体概要を示したものです。


